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審査申出書の内容が適法であるかについて、

まず審査します。

・申出期限内に提出されたものか

・審査申出人の資格があるか

・委員会で審理できる内容のものか など

適法なもの

形式審理

審査申出書の提出

弁明書の要求

審査申出書の写しを市長に送付し、

弁明書の提出を求めます。

書面審理

書面でのやり取りを行い、不服や評価

の内容、争点を明らかにして審理を行い

ます。

審査申出書の内容、市長から提出され

た弁明書、審査申出人から提出された反

論書及びその他の資料に基づいて、価格

が適正かどうかを審査します。

口頭による意見陳述

審査申出人の希望により、審査申出人

が審査申出書などで十分に主張できない

こと等について、審査申出人は口頭によ

り意見を述べることができます。

審査の決定

棄却

実質審理

反論書の提出

決定に不服がある場合は、決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、大阪市を被告として裁判所に対し決定の取

消訴訟を提起することができます。

弁明書の要求

弁明書の送付 弁明書の提出

不適法なもの

一部又は全部の認容のときは、決定の通知があった日か

ら10日以内に価格及び税額を修正します。

決定から10日以内に審査申出人、

市長の双方に通知

弁明書（副本）

が送付されたら、

それに対する反論

書を委員会が定め

た期限内に提出で

きます。

審査のための資

料を固定資産評価

審査委員会に提出

することができま

す。

固定資産評価審

査委員会は必要が

あれば審査申出人

に資料の提出を求

めることがありま

す。

決定に不服

がある場合

検証

委員会が必要と認めるときは、固定資産

の検証を行うことがあります。

審査の流れ

一部又は全部の認容却下

審理の終結

反論書の送付

決定書謄本 決定書謄本


